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当
協
会
社
会
保
険
部
は
、

医
科
医
療
機
関
を
対
象
に
し

は  

り

　

  

コ
ロ
ナ
考

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
を
抑
え
な
が
ら
、
経
済

へ
の
影
響
を
い
か
に
と
ど
め
る

か
。
そ
の
際
、
感
染
防
止
と
経

済
活
動
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
（
相

反
）
関
係
に
あ
る
と
い
う
仮
定

を
よ
く
見
か
け
る
。
１
９
１
８

〜
20
年
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
際

の
分
析
の
ア
メ
リ
カ
発
の
あ
る

論
文
に
よ
れ
ば
、「
よ
り
早
く
強

固
な
対
応
を
し
た
都
市
ほ
ど
数

年
後
の
経
済
の
回
復
度
合
い
が

大
き
か
っ
た
」と
い
う
。つ
ま
り
、

ト
レ
ー
ド
オ
フ
は
な
い
と
し
た
。

示
唆
的
で
は
あ
る
。
失
敗
学
で

「
戦
力
の
一
局
集
中
」
と
い
う
こ

と
も
い
わ
れ
る
。
だ
が
、
ノ
ー

ベ
ル
経
済
学
者
を
集
め
て
株
の

取
り
引
き
を
や
っ
て
み
た
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
例
も
あ
る
。

理
論
通
り
、
歴
史
の
教
訓
通
り

に
い
か
ぬ
の
も
常
。

　
各
国
政
府
も
こ
の
ト
レ
ー
ド

オ
フ
に
苦
慮
し
て
い
る
。
閣
僚

の
答
弁
は
「
科
学
に
よ
っ
て
導

か
れ
て
い
る
」「
専
門
家
の
意
見

を
よ
く
聞
い
て
」
が
お
決
ま
り
。

英
国
政
府
の
緊
急
時
科
学
助
言

グ
ル
ー
プ
（
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ｅ
）
は
「
メ

ン
バ
ー
の
リ
ス
ト
は
秘
匿
さ
れ
、

会
議
や
勧
告
は
非
公
開
で
、
審

議
の
議
事
録
は
あ
っ
た
と
し
て

も
ず
っ
と
後
に
公
開
さ
れ
る
」

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
）。

日
本
も
同
じ
と
見
下
す
の
は
簡

単
だ
。
批
判
は
し
て
も
い
い
が
、

面
子
を
潰
す
こ
と
の
み
に
走
り

士
気
を
殺
い
で
は
能
が
な
い
。

（
眼
光
弥
次
）

た
過
少
請
求
や
請
求
漏
れ
の

対
策
講
習
会
を
10
月
17
日
㈯

に
奥
州
市
の
Ｚ
ホ
ー
ル
、
10

月
24
日
㈯
に
盛
岡
市
の
自
治

会
館
に
て
開
催
し
、
の
べ
39

医
療
機
関
80
名
が
出
席
し
ま

し
た
。
講
師
は
株
式
会
社
ニ

チ
イ
学
館
盛
岡
支
店
の
竹
内

智
子
さ
ん
が
務
め
ま
し
た
。

　
今
年
は
新
型
ウ
イ
ル
ス
感

染
対
策
の
た
め
、
東
北
厚
生

局
に
よ
る
集
団
指
導
や
当
協

会
の
点
数
検
討
会
が
行
わ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
今
年

改
定
さ
れ
た
診
療
報
酬
の
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
も
触
れ
て

頂
き
ま
し
た
。
そ
の
他
、
講

義
の
項
目
と
内
容
に
つ
い
て

「クイズはがき」のご協力お願いします！

　クイズで医療のことを考える景品付きキャンペーンを始めまし
た。新型コロナウイルス感染拡大で暮らしも医療も大変な中、患
者負担が増える計画を知ってもらうキャンペーンです。簡単なク
イズに答え、切手を貼らずそのままポストに投函するだけです。
抽選で880名に景品が当たります。会員の先生方には、本紙と一
緒にチラシとポケットティッシュの見本をお送りします。追加注
文は無料です。先月お送りしましたティッシュ署名（1月31日締
め切り）と一緒に、ぜひ待合室等に置いていただき、医療につい
て考える機会の提供をお願いします。
　クイズの締め切りは来年の 3月 8日です。

追加の注文は同封の注文用紙または保険医協会事務局まで
℡019－651－7341

第530号
主 な 記 事

・医科診療報酬請求
 講習会開催（１面）
・労働局と懇談 （３面）
・歯科個別指導指摘事項 （４面）
・医院のための労務ワンポ
イントアドバイス （４面）

　
令
和
２
年
７
月
豪
雨
災
害
救
援
募
金
を
会
員
の
先
生

方
へ
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
38
名
の
先
生
方
か
ら
計

46
万
４
千
円
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
10
月
28
日

時
点
）

　
お
送
り
い
た
だ
き
ま
し
た
募
金
は
、
熊
本
県
保
険
医

協
会
に
お
送
り
し
、
熊
本
協
会
の
木
村
孝
文
会
長
よ
り

62
名
の
被
災
会
員
へ
の
見
舞
金
に
充
て
た
と
い
う
ご
報

告
と
お
礼
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
は
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

募 

金 

の 

お 

礼

は
左
記
の
通
り
で
す
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
改
定
の

再
確
認
が
で
き
て
良
か
っ

た
」「
返
戻
を
防
ぐ
た
め
の

留
意
点
等
参
考
に
な
り
ま
し

た
」「
未
収
金
に
つ
い
て
ク
リ

ニ
ッ
ク
内
で
ど
う
し
た
ら
良

い
か
話
し
合
っ
て
い
た
と
こ

ろ
だ
っ
た
の
で
、
と
て
も
勉

強
に
な
り
ま
し
た
」
な
ど
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

講義の項目―
①令和2年度診療報酬改定のポイントと留意点
②レセプト審査の流れ
③解釈誤りや見落としがちな項目
④再審査請求の必要性及び取組み
⑤新型コロナウイルス関連の算定
⑥未収金管理の取り組み
⑦事前の質問についての解説
⑧返戻を防ぐための留意点

講義の内容（一部紹介）―
○再審査請求の必要性及び取組み
　再審査請求とは、支払基金や国保連合会のレ
セプト審査結果への異議申し立てのことで、①
減点に対して行う医療機関の再審査請求　②保
険者が減点を行う再審査請求で、②が圧倒的に
多い。
　医療機関としては、毎月相当な減点があるに
もかかわらず、再審査請求をせず漫然と請求を
繰り返すことは避ける。再審査請求をしないこ
とは、その減点を認めたことと同じ。再審査請
求の前段階としては、増減点通知書等の通知書
類に目を通し、減点内容を確認する。点数表、
薬効薬価リスト、添付文書等を活用し査定分析

を行う。院内で情報共有を行う。請求理由には、
増減点通知書で示された減点理由に対し、具体
的な患者の状態、経過、症状、検査データなど
を示してその治療が必要だったことが審査側に
伝わるような内容を記載する。

○未収金管理の取り組みなど
未収金防止策
１、保険証の提示を求めコピーをとっておく
　必ず保険証の提示を求めるとともに、患者
の同意を得た上で保険証のコピーを取る。

２、保険者から、資格喪失後の受診である旨を
医療機関に連絡してきた場合
　保険者から電話連絡があった場合はコピー
がある旨を説明し、返戻を防止する。レセプ
トが直接返戻されてきた場合は、レセプトに
保険証のコピーを添付して再請求を行う。

３、医療費一覧表を患者に渡しておく
　予約の検査や件数の多い手術などは、費用
一覧を作成することで未収金防止につながる
可能性がある。

４、返済期日を決めておく
　患者から「持ち合わせがない」と言われた

過
少
請
求
・
請
求
漏
れ
対
策
に
つ
い
て
学
ぶ

医
科
診
療
報
酬
請
求
講
習
会
を
開
催

２面に続く
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Web 会議のようす

　

10
月
４
日
㈰
、
東
北
ブ

ロ
ッ
ク
会
議
が
初
め
て
ウ
ェ

ブ
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
会

か
ら
南
部
会
長
、
小
山
田
、

坂
本
各
副
会
長
、
事
務
局
が

参
加
、
他
保
団
連
、
東
北
各

影
響
に
よ
り
全
国
的
に
、
医

療
機
関
が
患
者
減
、
減
収
に

苦
し
む
中
、
各
地
で
実
施
さ

れ
た
受
診
勧
奨
や
支
援
金
を

求
め
る
運
動
が
紹
介
さ
れ
、

県
や
市
町
村
独
自
の
支
援
策

を
求
め
て
い
く
こ
と
が
提
起

さ
れ
ま
し
た
。

　
討
論
で
は
、
宮
城
よ
り
女

川
原
発
再
稼
働
に
関
す
る
取

り
組
み
の
紹
介
と
、
保
団
連

の
方
針
で
も
原
発
問
題
を

強
化
す
る
こ
と
の
要
望
が
あ

り
、
関
連
し
て
福
島
か
ら
は
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
、

震
災
の
伝
承
館
が
で
き
、
原

発
事
故
の
語
り
部
が
活
動
し

て
い
る
が
、特
定
の
団
体
（
東

第
１
３
２
回
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
会
議

ウェブで
意見交換

京
電
力
）
に
つ
い
て
の
言
及

が
禁
止
さ
れ
、
地
震
津
波
被

害
の
み
を
強
調
し
た
も
の
と

な
っ
て
お
り
、
非
常
に
問
題

が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

保
険
証
利
用
、
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
の
設
置
に
つ
い
て
も
意

見
交
換
が
な
さ
れ
、
南
部
会

長
が
、
会
員
に
問
題
点
が
浸

透
し
な
い
こ
と
を
指
摘
、
青

森
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
、

福
島
で
は
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト

を
実
施
し
た
こ
と
が
報
告
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
宇
佐
美

副
会
長
は
、
日
医
、
日
歯
で

推
進
し
て
い
る
こ
と
の
影
響

が
大
き
く
、
会
員
へ
の
周
知

徹
底
を
図
っ
て
い
き
た
い
と

回
答
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
東
日
本
大
震
災

か
ら
10
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
取

り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
意
見

交
換
し
、
岩
手
で
沿
岸
市
町

村
が
免
除
継
続
を
反
対
し
て

い
る
現
状
な
ど
を
報
告
し
ま

し
た
。

　
そ
の
他
、
コ
ロ
ナ
禍
で
請

求
が
雑
に
な
っ
て
い
る
傾
向

が
あ
り
、
今
後
の
指
導
対
策

を
強
化
す
る
こ
と
や
、
歯
科

医
療
費
総
枠
拡
大
な
ど
、
多

岐
に
渡
っ
て
意
見
交
換
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

特定疾患療養管理料
・ 療養上の指導が行われ、診療録に要点の記載がある場合算定できる。
・ 初診の日から又は当該医療機関を退院した日から1ヵ月を経過した日
以降に算定する。
・ 在宅療養指導管理料と特定疾患療養管理料は同一月は併算定できない。

薬剤情報提供料
　「注2」手帳記載加算
・ 手帳記載加算3点は手入力の場合は算定がもれやすい。
・ 所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載さ
れた簡潔な文書（シール等）を交付した場合は、手帳記載加算は算定
できない。

検査料について
・ 細菌培養同定検査の結果が陰性の場合は、細菌薬剤感受性検査は算定
できない。
・ 超音波検査　「注2」パルスドプラ法加算の算定もれ
・ 骨塩定量検査　「1」DEXA法による腰椎撮影　「注」大腿骨同時撮影加
算の算定もれ
・ 内視鏡検査　「注」狭帯域光強調加算の算定もれ

・ 外来迅速検体検査加算は、対象検査について5項目を限度に算定できる。
対象検査が10項目あって、その対象検査すべてについて同日内に結果
を患者に報告した場合、限度の5項目まで算定することができる。

在宅自己注射指導管理料
・ 導入前に、2回以上の十分な指導を行った場合に算定する。従って、初
診時の算定は、既に他医療機関にて導入されている患者に限られる。
ただし、エピペン注射液の場合は、初診時に算定できる。
・ 在宅自己注射指導管理料にかかる薬剤のみを処方した場合には、処方
料、処方箋料は算定できない。
・ 院外処方箋による場合は、注入器加算、注射針加算は算定できない。
・ 血糖自己測定器加算を算定した場合には、摘要欄に血糖自己測定の回
数を記載する。レセプトコードでの入力をする。
・ 在宅自己注射指導管理料は、医師がその月に在宅で実施するよう指示
した注射の総回数により点数を算定する。
・ その月に予定入院がある場合は、その予定入院の分は、指示の総回数
から除く。つまり予定入院以外の、在宅で実施する指示をした回数で、
管理料の点数を考える。ただし、緊急入院の場合は、総回数にカウン
トすることができる。

解釈誤りや見落としがちな項目　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医科　診療報酬請求講習会資料より抜粋

１面関連記事

場合は、外来患者であっても返済
に係る確約書を作成する。

５、督促方法の優先順位
　督促は段階を追って行う。
　支払期日を決め、その日までに
支払いを済ませるという誓約書を
とる。
　次に、支払期日2、3日前に患者
に電話をかけて確認をする。お金
の準備をする時間的余裕を持たせ
るために、前日の連絡は避ける。
　支払期日に患者が来院しなけれ
ば、翌日に電話し、連絡がつかな
ければ手紙（封書）を出す。
　月2、3回は必要。
　段階を追って文章表現も変え
る。
　医療機関がいつどのような督促
を行ったか、それに対する患者の
反応や回答がどうだったかなどの
経過を記録しておく。

○返戻を防ぐための留意点
１、保険情報の誤りによる返戻
　①記号・番号の誤り
　②旧証によるもの
　③本人・家族の誤り
　④資格喪失後の受診
　特に①③など、新たに入力する
際や受診時の確認の際は、手元の
保険証通りに画面に入力された
か、再度確認の徹底を行う。

２、レセプトのコメント漏れによる
返戻

３、入院中の患者が他医療機関を受
診した際の他医療機関側（外来）
の算定
　入院患者が他医療機関を受診し
た場合の算定で、他医療機関（外

来）側の算定の時、算定できる項
目と算定できない項目がいろいろ
ある。特に間違いやすい項目は
「（13）医学管理等」である。
　（13）医学管理等の項目の中で
算定できるのは、
B009　診療情報提供料（Ⅰ）と、
B010　診療情報提供料（Ⅱ）のみ
である。
　他医療機関（外来）側では、悪
性腫瘍特異物質治療管理料や、薬
剤情報提供料等は算定できない。

４、留置カテーテル設置と同一日の
処置の算定誤り
　留置カテーテル設置と同一日の
処置で算定できないものがある。
J060　膀胱洗浄　60点
J060-2　後部尿道洗浄（ウルツマ
ン）　60点
J063　留置カテーテル設置　40
点
J064　導尿（尿道拡張を要するも
の）　40点
　同一日に行った場合には、主た
るもののみ算定する。

５、同時に算定できない検査の算定
誤り
　同時に算定できない検査がいろ
いろある。点数表の「同時に算定
できない主な検査一覧」を確認し
て算定を間違わないようにする。
D017　排泄物、滲出物又は分泌
物の細菌顕微鏡検査
D002　尿沈渣（鏡検法）
D002-2　尿沈渣（フローサイト
メトリー法）
　同一検体で併施した場合、主た
るもののみ算定する。

☆資料の送付を希望される際は当協会へ
ご連絡お願い致します。

協
会
よ
り
計
28

名
が
参
加
し
ま
し

た
。

　
中
島
保
団
連
理

事
（
山
形
）
よ
り
、

活
動
総
括
と
当
面

の
課
題
に
つ
い

て
、
宇
佐
美
副
会

長
か
ら
は
歯
科
関

連
の
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

１面より続く
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岩
手
労
働
局
と
の
懇
談

　
９
月
29
日
㈫
、
岩
手
労
働

局
を
訪
れ
、
開
業
医
会
員
向

け
に
調
査
を
実
施
し
た
「
従

業
員
雇
用
ア
ン
ケ
ー
ト
」
結

果
（
10
月
号
掲
載
）
を
も
と

に
懇
談
し
ま
し
た
。
労
働
局

は
、
職
業
安
定
部
需
給
調
整

事
業
室
室
長
の
菅
原
光
浩
氏

と
需
給
調
整
指
導
官
の
堀
合

栄
樹
氏
が
対
応
し
ま
し
た
。

　
は
じ
め
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
の
概
要
を
報
告
し
、
職

業
紹
介
事
業
者
や
紹
介
者
と

の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
る
こ
と
、

医
療
機
関
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
こ

と
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
本
来

の
機
能
が
果
た
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
声
が
多
く
、
こ
の

よ
う
な
実
態
を
把
握
し
て
い

る
の
か
な
ど
を
質
問
し
ま
し

た
。

　

菅
原
氏
は
、「
有
料
の
職

業
紹
介
事
業
者
と
雇
用
者
の

ト
ラ
ブ
ル
は
国
で
も
問
題

視
す
る
声
が
あ
り
、
厚
労

省
で
も
調
査
を
行
い
、
国
会

質
問
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
Ｈ
29

年
に
職
業
安
定
法
が
改
正
さ

れ
、
ル
ー
ル
が
見
直
さ
れ
た
。

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
紹
介

実
績
を
報
告
し
、
そ
の
結
果

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
以
下
Ｈ

Ｐ
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
に
も
定
期
指
導
を

実
施
し
て
お
り
、
そ
の
際
に

ル
ー
ル
を
守
る
よ
う
指
導
し

て
い
き
た
い
」
と
回
答
し
ま

し
た
。

　

ル
ー
ル
を
違
反
し
た
場

合
、
い
ず
れ
も
罰
則
規
程
も

な
く
、「
望
ま
し
い
、
望
ま
し

く
な
い
」
と
の
曖
昧
な
表
現

で
は
、
事
業
者
が
遵
守
す
る

と
は
思
え
ず
、
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
か
ら
も
、
雇
用
主
側
が
、

業
者
が
ル
ー
ル
違
反
を
し
て

い
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
が

難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
し
、
労
働
局
で
実
態
を
把

握
し
、
違
反
業
者
を
厳
し
く

指
導
を
す
る
よ
う
求
め
ま
し

た
。
そ
れ
に
対
し
担
当
者
は
、

「
返
戻
金
制
度
や
お
祝
い
金

に
つ
い
て
も
望
ま
し
い
か
ど

う
か
に
関
わ
ら
ず
指
導
し
て

い
き
た
い
と
思
う
が
、
指
摘

の
と
お
り
、
明
確
に
禁
止
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
雇
用
者
が
契
約
す
る
際

に
は
ル
ー
ル
の
確
認
な
ど
を

留
意
し
て
ほ
し
い
。
事
業
者

で
も
お
祝
い
金
の
支
給
を
、

堂
々
と
Ｈ
Ｐ
に
明
示
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
承

知
し
て
い
る
。
転
職
勧
奨
さ

れ
て
い
る
か
把
握
す
る
の
は

難
し
い
と
思
う
が
、
退
職
者

に
質
問
す
る
な
ど
、
違
反
し

て
い
る
実
態
が
判
明
し
た
場

合
は
、
需
給
調
整
事
業
室
に

情
報
提
供
し
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
回
答
し
ま
し
た
。

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
機
能
に

つ
い
て
は
、「
数
年
前
よ
り
、

国
の
方
針
に
よ
り
求
職
者
の

情
報
に
つ
い
て
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
と
紹
介
事
業
者
が
情

報
を
共
有
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
医
療
業
界
の
人
材

不
足
は
承
知
し
て
お
り
、
盛

岡
市
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で

は
、
医
療
関
係
専
門
の
窓
口

と
担
当
者
を
設
置
し
て
い
る

が
、
求
人
者
が
専
門
職
で
あ

る
故
の
横
の
繋
が
り
に
よ
る

情
報
共
有
や
、
条
件
面
な
ど

で
調
整
が
難
し
く
、
機
能
を

十
分
果
た
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
状
況
で
あ
る
。
今
回

の
要
請
を
受
け
、
担
当
者
に

も
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
や
要
望

を
伝
え
、
よ
り
機
能
を
強
化

す
る
よ
う
に
し
た
い
」
と
回

答
。
そ
れ
を
受
け
、
会
員
も

求
人
の
際
は
、
ほ
ぼ
全
員
が

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
利
用
し
、

期
待
も
し
て
い
る
。
地
方
の

医
療
機
関
ほ
ど
人
材
確
保
に

悩
ん
で
お
り
、
盛
岡
市
以
外

で
も
専
門
窓
口
を
設
け
る
よ

う
要
請
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
担
当
者
か
ら

は
、
医
療
機
関
等
福
祉
施
設

向
け
の
職
業
紹
介
事
業
者
を

利
用
す
る
際
の
注
意
喚
起
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て

い
る
こ
と
、
一
定
の
条
件
を

満
た
し
た
「
医
療
・
介
護
・

保
育
分
野
適
合
紹
介
事
業
者

宣
言
」
と
い
う
制
度
が
あ
る

の
で
参
考
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
の
こ
と
で
し
た
が
、

こ
れ
で
は
根
本
的
解
決
に
な

ら
ず
、
本
来
、
従
業
員
に
還

元
さ
れ
る
報
酬
が
紹
介
料
と

し
て
消
え
て
い
る
構
図
に
変

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
労
使

関
係
に
も
悪
影
響
と
な
っ
て

い
ま
す
。
県
内
の
医
療
機
関

が
人
材
不
足
で
困
っ
て
い
る

中
、
厚
労
省
に
対
し
、
岩
手

労
働
局
の
担
当
者
と
し
て
、

医
療
機
関
等
へ
の
職
業
紹
介

事
業
の
規
制
に
つ
い
て
意
見

す
べ
き
と
要
請
し
ま
し
た
。

☆
職
業
安
定
法
改
正
に
よ
り
、
職
業
紹
介
事
業
者
が

　
遵
守
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ル

・
２
年
間
、
転
職
の
勧
奨
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
無
期
雇

用
に
限
る
）

・
返
戻
金
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

・
求
職
者
、
求
人
者
双
方
の
手
数
料
を
双
方
に
明
示
す
る
。

・
求
職
者
の
勧
誘
に
あ
た
り
、
お
祝
い
金
な
ど
の
金
銭
支
給
は

望
ま
し
く
な
い
。

　

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
や
ル
ー
ル
違

反
が
見
受
け
ら
れ
た
場
合
は
、
岩
手
労
働
局
職
業
安
定
部
需

給
調
整
事
業
室
ま
で
情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
電
話
番
号　
０
１
９

－

６
０
４

－

３
０
０
４
）

厚
労
省
の
運
営
す
る

「
人
材
サ
ー
ビ
ス
総
合
サ
イ
ト
」

https://jinzai.hellow
ork.

m
hlw.go.jp/JinzaiW

eb

座って行う筋トレ

　筋力トレーニングの回数は５～１５回行って下さい。｢少し
きつい｣ ～ ｢きつい｣ と感じるレベルが適度です。鍛える筋
を意識して呼吸は止めずに力を入れるときに ｢１、２、３、４、
５｣ と声を出して行いましょう。１～２セットを目安に出来
れば毎日行ってください。

お家で気軽に体操④（全５回）

② お腹・股関節

① 太もも前・すね

①　イスに浅く座り背中
を伸ばす。片側の脚を
伸ばし、かかとを床に
置く。
②　つま先を引き、伸ば
した脚を床からしっか
り持ち上げて 5秒間
キープする。

効果　 変形性膝関節症の改善・予防

①　イスに座り背筋を伸ばす。
②　片側の脚を胸の方へ引き
つけ5秒キープする。

効果　 腹筋を鍛え背骨を安定させる

➡

➡

全医療従事者が知っておくべき
 歯周病と全身のつながり

不健口が寝たきり・糖尿病・アルツハイマー病を招く
2020.9.10 第 1刷発行　医歯薬出版／3,500円＋税

　11年前に体重100㎏超でメタボであった西田先生が、地元歯科医
師会との共同研究をきっかけとして、口腔ケアを実践し、イケメンの
スリムな体形になりました（P103「おわりに」）。
　医科歯科連携とお題目はありますが、受けた教育の違いから、協力
がうまくいかないことが多くあります。この本では医科側からすべて
の医療従事者に向けてのメッセージが込められています。
　糖尿病専門医の西田先生は医歯薬研究のデータを読み取ることで、
エビデンスを積み上げています。本書の各章の参考文献をみてください。
　日本の歯科疫学の研究は世界でも優れており、①岩手から始まっ
た8020データバンク調査（P17）、②レモネードスタディ（口腔状
態が良好であれば寿命が長く、重大な疾病への罹患も少ないという仮
説）、③久山町疫学調査などを元に口腔の健康と人生100年時代の対
応について解説しています。
　歯を失えば不健康に陥るのは誰でも知っています。では何故歯を失
うのか？歯の失う原因となる、歯ぐき病の最も重要な原因菌「ポルフィ
ロモナス・ジンジバリス菌」のプロテアーゼ（ジンジパイン）を本書
では最新の研究報告からわかりやすく解説しています。歯周病菌の全
身に及ぼす重大な影響が書かれています（病巣感染ですね）。
　糖尿病は進めば進むほど、知らなければ知らないほど、健康へ戻る
ことは難しい。そのプロセスは、歯周病も同様であり、自らの体験、
生活習慣の改善から健康人（健口人）へ戻ることを達成しました。一
昨年、昨年と生の講演も聞きましたが、とても熱いものでした。その
熱情がこの本へと込められている、そう感じております。これからの
注目は「ジンジパイン」「ジンジパイン阻害酵素」です。　　（東山）

全医療従事者が知っておくべき

歯周病と
全身のつながり

書    評

歯科界の黒船と云われた西田亙先生
（糖尿病専門医）が著した渾身の一冊
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医院
のた
めの

労務
ワン
ポイ
ント

アド
バイ
ス

【
日
　
時
】

２
０
２
０
年
９
月
15
日
㈫

19
：
30
〜
21
：
15

【
場　

所
】
盛
岡
フ
コ
ク
生

命
ビ
ル
会
議
室

【
出
席
者
】

　
　

役
員
、事
務
局
併
せ
て

14
名

１
、 

２
０
２
０
年
８
月
期
活

動
報
告
並
び
に
２
０
２

０
年
９
〜
10
月
期
活
動

計
画
が
承
認
さ
れ
た

２
、 

月
次
会
計
報
告
に
つ
い

て
承
認
さ
れ
た

３
、 

東
日
本
大
震
災
被
災
者

の
医
療
費
免
除
に
関
す

る
声
明
を
出
す
こ
と
と

な
っ
た

４
、 

保
団
連
女
性
部
か
ら
の

依
頼
で
あ
る
小
野
寺
副

会
長
を
全
国
婦
人
団
体

連
合
会
幹
事
と
す
る
こ

と
を
承
認
し
た

５
、 

令
和
２
年
豪
雨
災
害
に

つ
い
て
、募
金
の
窓
口

で
あ
る
保
団
連
へ
の
送

金
額
が
決
定
し
た

６
、 

講
演
会
の
企
画
に
つ
い

て
承
認
さ
れ
た

７
、 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
関
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

及
び
抗
体
検
査
キ
ッ
ト

に
つ
い
て
、会
員
に
案

内
す
る
こ
と
と
な
っ
た

８
、 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
に
よ
る
受
診
控

え
に
対
し
、健
康
悪
化

調
査
を
実
施
す
る
こ
と

と
な
っ
た

９
、 

受
診
勧
奨
に
関
す
る
ポ

ス
タ
ー
を
作
成
し
、10

月
上
旬
に
会
員
に
送
付

す
る
こ
と
と
な
っ
た

常
任
理
事
会
だ
よ
り 

９
月

　
６
月
よ
り
パ
ワ
ハ
ラ
防
止

措
置
（
中
小
企
業
は
２
０
２

２
年
か
ら
）
が
事
業
主
の
義

務
と
な
り
ま
し
た
。
実
際
、

労
働
者
の
３
割
近
く
が
こ
の

３
年
以
内
に
パ
ワ
ハ
ラ
を
受

け
た
と
い
う
調
査
結
果
も
あ

り
ま
す
。　

　
パ
ワ
ハ
ラ
被
害
者
の
場
合
、

裁
判
に
訴
え
る
よ
り
労
働
局

へ
「
あ
っ
せ
ん
」
の
申
し
立

て
を
す
る
事
例
が
増
え
て
い

ま
す
。

　

パ
ワ
ハ
ラ
を
繰
り
返
し
、

あ
ま
り
に
も
問
題
を
起
こ
す

の
で
退
職
さ
せ
た
従
業
員
が

い
ま
し
た
。
そ
の
人
が
い
る

と
せ
っ
か
く
入
社
し
た
若
い

社
員
が
辞
め
て
し
ま
う
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
す

る
と
、そ
の
問
題
社
員
が
「
パ

ワ
ハ
ラ
で
や
め
さ
せ
ら
れ
た
」

と
労
働
局
へ
あ
っ
せ
ん
申
し

立
て
を
し
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
時
、
私
共
へ

の
多
い
質
問
が
「
こ
の
『
あ

っ
せ
ん
』
に
応
ず
べ
き
か
ど

う
か
」
で
す
。
経
営
者
か
ら

す
れ
ば
パ
ワ
ハ
ラ
の
加
害
者

が
こ
と
も
あ
ろ
う
に
「
パ
ワ

ハ
ラ
を
受
け
た
と
は
何
事
か
。

バ
カ
ら
し
く
て
こ
ん
な
あ
っ

せ
ん
応
じ
た
く
な
い
」
と
い

う
わ
け
で
す
。「
あ
っ
せ
ん
」

に
応
じ
る
か
ど
う
か
は
自
由

で
す
が
、
わ
た
く
し
は
応
じ

て
正
々
堂
々
と
主
張
す
る
こ

と
を
お
勧
め
し
て
ま
す
。
わ

た
く
し
も
何
件
か
あ
っ
せ
ん

に
立
ち
会
い
ま
し
た
。
不
調

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が

「
あ
っ
せ
ん
」
委
員
が
適
当
な

落
と
し
ど
こ
ろ
を
提
案
し
て

く
れ
ま
す
。「
解
決
金
」
５
万

円
ほ
ど
で
決
着
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

㉑ 

問
題
従
業
員
が
ま
さ
か
の
パ
ワ
ハ
ラ
で
訴
え

　
曽
我
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所

　
所
長
　
曽
　
我
　
　
　
浩

　
こ
こ
で
わ
た
く
し
が
感
じ

る
の
は
多
く
の
場
合
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
足
で

す
。
加
害
者
と
思
っ
て
い
た

従
業
員
の
お
母
さ
ん
か
ら「
娘

は
毎
日
泣
い
て
帰
っ
て
き
ま

し
た
」
な
ど
言
わ
れ
驚
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
言
っ

た
事
情
が
あ
る
な
ど
全
く
経

営
者
は
気
が
付
か
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
の

チ
ョ
ッ
ト
し
た
変
化
を
見
逃

さ
ず
パ
ワ
ハ
ラ
を
は
じ
め
、

あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

気
を
遣
い
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
早
期
発
見
に
努
め
、
素
早

い
対
応
が
必
要
と
思
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
苦

い
反
省
で
も
あ
り
ま
す
。

「もつ入り親子丼」（税込900円）

　
鳥
料
理
の
専
門
店
。
ラ
ン

チ
は
親
子
丼
と
も
つ
入
り
親

子
丼
の
２
つ
の
み
（
鳥
ス
ー

プ
、漬
物
付
き
）。
人
生
初

の
「
も
つ
入
り
親
子
丼
」
を

注
文
。

　
使
っ
て
い
る
お
肉
は
抗
生

物
質
を
与
え
ず
に
育
て
ら
れ

た
菜
彩
鳥
。
菜
彩
鳥
は
鶏
独

特
の
に
お
い
が
少
な
く
、ビ

タ
ミ
ン
Ｅ
が
豊
富
。
あ
っ
さ

り
と
し
た
味
わ
い
の
中
に
う

ま
味
が
引
き
立
ち
、ぷ
り
っ

と
し
た
食
感
。
い
ろ
ん
な
部

位
の
も
つ
は
、そ
れ
ぞ
れ
食

感
が
楽
し
め
ま
す
。

　
日
本
一
こ
だ
わ
り
玉
子
を

使
用
し
た
親
子
丼
は
、黄
身

が
鮮
や
か
な
オ
レ
ン
ジ
色
で

ト
ロ
ト
ロ
。
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
が

普
通
卵
の
30
倍
も
あ
り
、体

に
優
し
い
親
子
丼
で
す
。
つ

ゆ
だ
く
も
嬉
し
い
。

269

北上市

北
上
市
諏
訪
町
１
―
１
―
22

℡
０
１
９
７
―
７
２
―
６
６
７
７

営
業
時
間
　

　
11
：
30
〜
14
：
00
　

　
17
：
30
〜
24
：
00
　

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー 

23
：
00
）

定
休
日
：
日
曜
日

（
右
記
は
９
月
中
旬
で
の
時
間
と

な
り
ま
す
。
営
業
時
間
等
、
変
更

に
な
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

鳥ん坊

　

熱
々
の
鳥
ス
ー
プ
は
、鳥

の
う
ま
味
と
シ
ョ
ウ
ガ
が
効

い
て
体
が
ポ
カ
ポ
カ
に
。

　
夜
は
お
酒
と
こ
だ
わ
り
の

鳥
料
理
を
楽
し
め
ま
す
。

岩手県保険医協会
HP 更新録（9/1～10/26）

味 処

トピックス

イベント

会員専用ページ

〇新型コロナウイルス感染拡大の影響に
関する緊急アンケート集計結果（第二
弾）（9/2）

〇第 10回　東日本大震災被災者 医療費
窓口負担アンケート集計結果（9/2）

〇岩手県保険医新聞　第 527 号　2020
年 8月 5日発行（9/4）

〇会員限定動画　配信のお知らせ：患者
さん・同僚とのストレスフリーのコ
ミュニケーション術（9/17）

〇岩手県保険医新聞　第 528 号　2020
年 9月 5日発行（10/2）

〇「日本学術会議会員の任命拒否に抗議

する」声明を発表しました。（10/26）

〇気軽に楽しむ「絵手紙教室」（9/2）
〇医科　診療報酬請求講習会～過少請求・
請求漏れ対策について学ぶ～（9/25）

〇イイ歯デーテレホン相談（10/16）
〇医院経営セミナー（10/16）

〇セミナー動画「患者さん・同僚とのス
トレスフリーのコミュニケーション
術」

〇「歯科」レセプト摘要欄記載事項
〇岩手日報「受診勧奨広告」に関するア
ンケート結果

〇従業員雇用に関するアンケート結果

歯 科  令和元年度　個別指導の主な指摘事項①
　　

　昨年度に実施した個別指導における歯科の改善を求めた主な指
摘事項が東北厚生局より公表されましたので、今回は保険診療等
に関する事項の中から診療録等について、一部抜粋・編集してお
知らせします。なお、指摘事項は東北各県の項目を統合したもの
です。当会ホームページ「会員専用ページ」には、医科・歯科そ
れぞれの指摘事項（全て）と適時調査の主な指摘事項を掲載して
おりますので、ご参考にしていただければ幸いです。

Ⅰ　保険診療等に関する事項
１．診療録等
（1）診療録
・診療録は保険請求の根拠であることを認識し、必要な事項を十
分に記載すること。
・診療録の記載方法、記載内容に次の例が認められたので改める
こと。
ア　診療行為の手順と異なった記載
イ　行間を空けた記載
ウ　療法・処置欄への1行に対し複数行の記載
エ　判読困難な記載
オ　欄外への記載
カ　鉛筆による記載
キ　根拠が不適切な診療録の追記
ク　二本線で抹消せず、塗りつぶし、修正液、修正テープによ
る訂正
ケ　訂正または追記した日時が不明
コ　その他（重ね書き、誤記載を訂正していない）
・略称を使用するに当たっては、「歯科の診療録及び診療報酬明
細書に使用できる略称について（平30.3.20保医発0320第6号）」
（現在は（令2.3.23保医発0323第5号））を参照し適切に記載す
ること。独自の又は現在使用されていない略称を使用している。

（2）歯科技工指示書・歯科衛生士業務記録
・歯科技工指示書に記載すべき内容に不備が認められたので改め
ること。
・歯科衛生士が行った業務について、歯科衛生士業務記録を作成
していない例が認められたので改めること。

（3）提供文書
　（歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料、新製有床義歯管理料、
訪問歯科衛生指導料、クラウン・ブリッジ維持管理料）に係る提
供文書の原本を診療録に添付し、写しを患者等に提供している例
が認められたので、患者等に文書の原本を提供し診療録に当該文
書の写しを添付すること。
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